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甲賀市の概要

市町村合併 平成１６年１０月 旧甲賀郡７町のうち、５町が合併して誕生

面積 481.62Ｋ㎡ （滋賀県全体の１２％）

産業 日本遺産 忍者・信楽焼ダブル認定、信楽焼と薬と茶のまち

県内の製造品出荷額第１位（９年連続）

第２次産業就業人口構成第３２位、従業員１人当りの製造品出荷額第９７位
（都市データパック２０１７年版 東洋経済）
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甲賀市の国際交流・多文化共生について

総人口： ９１，４５５人
外国人人口： ２，９１５人
外国人比率： ３．１８％
【平成２９年１０月３１日現在】
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①甲賀市をはじめ、地方都市での生産年齢人口は顕著な減少傾
向にある。

14845 13915 1277111,322 10273 9394 8828 8383 7857 7200 6526 5948

62136 60663 5675252,538 50152 47681 45143 41380 38583 36204 33824 31487

18425 20344 23024
24,645 25305 25547 25252 25791 25253 24303 23278 22130

0

20000

40000

60000

80000

100000

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

甲賀市の人口推移0~14歳 15～64歳 65歳以上

実績値 推計値

（国立社会保障・人口問題研究所）
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②企業は人材不足を補うために、外国人を雇用している。
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外国人集住都市会議「雇用ニーズ調査（2017）から
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現状から見えてくる内容（１）

労働力の確保は、企業の死活問題につながる極めて重
要な課題である。

若年層の都市部への流出、大学進学率の向上が中間技
能人材不足（需給のミスマッチ）を加速している。

外国人高度人材を積極的に受入れているが、都市部へ
の人口流出を加速させるにとどまり、地方都市の活性
化にはつながっていない。
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現状から見えてくる内容（２）

現在の二分化された外国人人材の受入れ制度では、
地方経済に必要な技能や技術を有する人材の確保は
困難である。

今後、外国人雇用が労働市場や地方経済で果たす役
割を考えれば、出入国管理行政、特に在留資格制度
について見直す必要がある。
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国への投げかけ

 出入国管理法の受け入れ要件の緩和、
また、高度人材のポイント制を地方経済の
活性化につながるよう見直すこと。

 一定の職業資格を取得した者や、中間技能
人材を受け入れる在留資格を創設すること。
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